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第 27 回静岡県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（要旨）

開 催 日 時：令和５年４月 13 日（木）

18 時開始、19 時 28 分終了

出席委員、顧問：1 9 名 中 1 6 名

★協議事項１ レベル協議について

＜委員意見等＞

レベル２にあげる･･･17 名、レベル１のまま維持･･･２名

対策専門家会議としては『レベル２に上げる』とする。

○ 委員・顧問意見のまとめ…事務局案『レベル１を維持』賛成（出席委員全員）

（事務局案）

●今週のレベル協議について

・4月13日までの1週間の新規感染者数は1,142人。人口10万人あたり31.37人。

・前週と比べての比率は1.15倍

［１］ 国の新たなレベル分類は、レベル１で維持。

［２］ コロナ受入病床は、県全体で病床使用率10％を切り、ひっ迫はしていない。
（入院者数39人/即応病床数911床＝病床占有率4.3％（4月10日正午時点））
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★協議事項２ ５類移行後の医療体制について

○主な意見

ž 確保病床について、9/30 以降病床確保の制度が無くなっても入院の必要な患者が適切

に入院出来るよう今のうちから県が考えていく必要がある。

（事務局案）

●県の基本方針

［１］ 幅広い医療機関でコロナ患者を診療できる体制を整備

① 現行の発熱等診療医療機関に対し引き続き対応を依頼

② 新たな医療機関の参画促進のための取組実施

→設備整備支援や個人防護具の確保等を支援

［２］ ６月１日からを目途に、下記を基本方針とし、各圏域において実状を勘案の上、

協議し、対応を決定

Ⅰ 確保病床は、重症・中等症Ⅱの患者の受入れに重点化

※確保病床に空きがある場合は、軽症・中等症Ⅰ患者の受入も可。

ただし、病床ひっ迫時は、原則、重症・中等症Ⅱの患者受入に限定

Ⅱ 軽症・中等症Ⅰの患者は、原則、確保病床以外の病床で受入れ

⇒妊産婦、小児、透析患者、精神疾患患者等についても、原則、同様の対応

※各圏域の状況によっては、確保病床で受入

Ⅲ 当面の最大確保病床（新フェーズ３）は､450 床程度※とし､

確保病床以外の受入の進捗状況を勘案し、最大確保病床を見直す。

※第８波最大時の重症・中等症Ⅱ患者の入院数×1.5 倍

（年代別に R5.8 月にワクチン接種から１年以上経過した人の割合を勘案）

Ⅳ 病床フェーズは３段階とする｡

(想定:新フェーズ１:100～150 床、新フェーズ２:200～300 床)

［３］ ５月８日以降、原則、患者の入院調整は医療機関間で実施

［４］ 国の基本方針を踏まえつつ、各医療機関において実状を踏まえた感染対策を実施
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★協議事項３ ５類移行後の感染拡大期におけるアラート及び感染対策について

○主な意見

≪本県独自の評価レベルについて≫

ž （事務局から）確保病床数はこれまでどおり３段階のフェーズで増減させるので、その

フェーズ決めにはレベルがあった方がよいと考えている。

ž 今までの経験から、感染が拡大した後に必ず病床はひっ迫する。医療ひっ迫に関して、

県民への協力を求めるシーンが今後も出てくると思われる。５類に変わったからとい

って感染性自体が変わったわけではないので、引続き評価レベルは設定したがいい。

ž 5/8 になったら、県民が情報を得られないという状況は避けたい。高齢者には今後もワ

クチン接種を勧めていくためにも情報は必要。

ž 『５類になったから全部やめる』となると県民に間違ったメッセージが伝わる。当院で

（事務局案）
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診ている最近コロナに罹患している患者は以前よりも症状が重い。変異株を危惧して

いる。油断はできない。少なくとも 9/30 まで様子を見ながらやっていった方がいい。

ž 評価レベルの設定には反対。数字を丸々否定するわけではないが、評価レベルの設定が

なくても、病病連携が進めば病床確保は自然にうまくいくのではないか。

ž 現在のレベルは５つの指標から決めている。定点観測になった場合、しっかりしたデータ

が出るのか。感染が増えてくる段階ではきちっと出せるデータが必要である。

○ 委員・顧問意見のまとめ…評価レベルは引続き設定する。

≪感染拡大時のアラートについて≫

ž アラートを出す上で正確性をもったデータが必要になる。

ž アラートを出すことで感染者減少等の効果はどの程度あったのか、検証が必要。

ž 感染拡大注意報や警報はインフルエンザに準じた方が県民には受け入れやすい。

○ 委員・顧問意見のまとめ…今後も医療ひっ迫時や感染拡大時には県民に対し、アラート

を出す。

≪感染拡大時に呼びかける感染対策強化内容について≫

ž ワクチン接種はしっかりと推奨していってほしい。

○ 委員・顧問意見のまとめ…今後流行する株の状況で呼びかける内容も異なる。今後ア

ラート発令を協議することになった際に検討する。

★協議事項４ 重症者の状況把握について

○主な意見

ž 調査をどう活かすか。解析はどのようにされるのか。医療機関側としては結果のフィード

バックがほしい。合わせて、変異株の検査をしっかりやってほしい。

ž 流行株によって重症の症状や病態が変われば調査項目も変えていってほしい。

（事務局案）
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ž 個人情報が入っていなくても各施設の倫理委員会を通さなければならない場合があるの

で、県で個人情報保護と疫学調査の関係や同意書の要否をしっかり調べてほしい。

ž 医療機関側になるべく負担が少ないようにしていただくと協力してもらいやすいと思う。

○ 委員・顧問意見のまとめ…調査に協力する医療者の負担が少ない方法で、県で重症者

の調査をすることに賛成


